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         聖籠町農業委員会 第２６期 第１２回総会議事録 

  聖籠町農業委員会第２６期第１２回総会は、令和８年２月２５日、聖籠町役場にお

いて招集された。 

 

１ 出席委員 

   １番 宮 下 吉 勝（会長）    ２番 八 幡   裕（会長職務代理） 

３番 神 田   勝（農地部長）  ４番 宮 野 公 之（農政部長） 

５番 齋 藤 睦 子        ６番 岩 渕 せ ん 

 ７番 長谷川 智 之        ８番 加 藤 孝 博 

 ９番 新 保 昭 治       １０番 齋 藤 直 樹 

１１番 宇都宮 直 子       １２番 渡 邊 富 子 

１３番 堀   常 正 

 

２ 欠席委員 なし 

 

３ 出席した職員は、次のとおりである。 

局長 宮 川   顕   次長 天 野 秀 一   主事 相 馬 宏 向 

 

４ 総会の議事日程は、次のとおりである。 

日程第１ 議事録署名委員の指名について 

日程第２ 会期の決定について 

日程第３ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第４ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第５ 議案第３号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について 
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５ 会議の概要 

 

議長     ただいまより、聖籠町農業委員会第２６期第１２回総会を開会します。 

最初に出席状況を報告します。ただいまの出席委員は１３名、欠席委員はお

りません。会議規則第７条の規定に基づき、会議は成立いたしました。 

（開 会 午後２時００分） 

 

議長     日程第１、議事録署名委員の指名について、会議規則第１４条の規定に      

より、８番委員、１１番委員を指名いたします。 

なお、説明者には次長、書記には主事を指名します。 

 

議長    日程第２、会期の決定について、令和８年２月２５日、本日１日限り      

としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

議長     異議なしと認め、本日１日限りと決定いたします。 

 

議長     日程第３、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、上程

いたします。事務局説明願います。 

 

次長     議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請」についてご説明いたしま

す。 

なお、番号５１から番号７６につきましては、再設定でございますので、朗

読説明を割愛させていただきます。 

番号７６、申請地は、大字真野字井戸島○○○です。 

地目はいずれも畑であり、面積は２筆合計で１，０９０㎡です。丸潟の譲り

渡し人から真野の譲り受け人への賃借権の設定です。譲受人の経営面積は２４

２，６７５．６６㎡です。 

番号７７、申請地は、大字蓮潟字五百間土居下○○○です。 

地目は田と畑があり、面積は、田が７筆で５，６２４㎡、畑が３筆で１，２

２７㎡、田と畑の合計で６，８５１㎡です。蓮潟の譲り渡し人から蓮潟の譲り

受け人への売買による所有権の移転です。譲受人の経営面積は４０３，２５７．

９５㎡です。 

番号７８、申請地は、大字蓮潟字五百間土居下○○○です。 

地目は田と畑があり、面積は、田が３筆で３，０５０㎡、畑が４筆で８３４

㎡、田と畑の合計で３，８８４㎡です。新発田市の譲り渡し人から蓮潟の譲り

受け人への売買による所有権の移転です。譲受人の経営面積は４０３，２５７．

９５㎡です。 

番号７９、申請地は、大字蓮潟字五百間土居外○○○です。 
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地目はいずれも田であり、面積は３筆合計で３，３１８㎡です。新発田市の

譲り渡し人から蓮潟の譲り受け人への売買による所有権の移転です。譲受人の

経営面積は３９９，６１３．７１㎡です。 

番号８０、申請地は、大字蓮潟字二ツ山○○○です。 

地目は田と畑があり、面積は、田が３筆で２，９５１㎡、畑が１筆で２０２

㎡、田と畑の合計で３，１５３㎡です。新発田市の譲り渡し人から蓮潟の譲り

受け人への売買による所有権の移転です。譲受人の経営面積は５，３７３㎡で

す。 

番号８１、申請地は、大字二本松字正庵○○○です。 

地目はいずれも畑であり、面積は２筆合計で３，１５０㎡です。二本松の譲

り渡し人から新発田市の譲り受け人への売買による所有権の移転です。譲受人

の経営面積は１３，２５６㎡です。 

番号８２、申請地は、大字二本松字宮ノ腰○○○です。 

地目は畑で、面積は９４㎡です。新潟市と新発田市の譲り渡し人から二本松

の譲り受け人への贈与による所有権の移転です。譲受人の経営面積は１，２４

４㎡です。 

番号８３、申請地は、大字蓮野字六反割○○○です。 

地目は田で、面積は４１１㎡です。新潟市の譲り渡し人から蓮野の譲り受け

人への売買による所有権の移転です。譲受人の経営面積は５７，２９８㎡です。 

番号８４、申請地は、大字蓮野字六反割○○○です。 

地目は田で、面積は４１１㎡です。埼玉県の譲り渡し人から蓮野の譲り受け

人への売買による所有権の移転です。譲受人の経営面積は５７，２９８㎡です。 

これらの案件は、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のす

べてを満たすと考えます。 

議案第１号 総合計 

田 ７３筆 ８４，８００㎡ 

畑 １７筆 １３，９３８㎡ 

計 ９０筆 ９８，７３８㎡ 

令和８年２月２５日提出 

聖籠町農業委員会長 宮下 吉勝 以上であります。 

 

議長     この件につきましては、部会による事前審査がありました。その結果を農地

部長より補足説明願います。 

 

農地部長   議案第１号に関しましては、部会の方では特に意見はありませんでした。以

上です。 

 

議長     この件につきましては、会議規則第１１条議事参与に関する案件を先に審議

いたします。１０番委員、退席願います。 

 

（１０番委員 退席） 
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議長     番号６２について、質疑・意見のある方の発言を求めます。 

 

（質疑・意見なし） 

 

議長     番号６２について、許可することに決定して、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

議長     全員異議なしと認め、許可することに決定いたします。 

 

（１０番委員 入場、着席） 

 

議長     以上で議事参与に関する案件が終了しました。 

ほかの案件について、質疑・意見のある方の発言を求めます。 

 

（質疑・意見なし） 

 

議長     議案第３号について許可することに決定して、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

議長     全員異議なしと認め、許可することに決定いたします。 

 

議長     日程第４、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について、上程

いたします。事務局説明願います。 

 

次長     議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請」についてご説明いたしま

す。 

番号１０、申請地は、大字藤寄字藤寄○○○です。 

地目は田と畑があり、面積は、田が４筆で２，７８３㎡、畑が２筆で５８１

㎡、田と畑の合計で３，３６４㎡です。売買による所有権の移転で、転用目的

は貸駐車場用地としての利用です。 

この案件は、農地法第４条第６項第１号ロ（２）に該当し、１０ｈａ未満の

規模の農地であり、住宅の用に供する施設が連たんする区域内に近接しており、

今後、市街地として発展する可能性がある農地と判断されます。 

議案第２号 総合計 

田 ４筆 ２，７８３㎡ 

畑 ２筆   ５８１㎡ 

計 ６筆 ３，３６４㎡です。 

令和８年２月２５日提出 
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聖籠町農業委員会長 宮下 吉勝 以上であります。 

 

議長     この件につきましては、部会による事前審査がありました。その結果を農地

部長より補足説明願います。 

 

農地部長   議案第２号に関しましては、部会の方では特に意見はありませんでした。以

上です。 

 

議長     農地部長より補足説明がありました。この件につきまして質疑、意見のある

方の発言を求めます。 

 

（質疑・意見なし） 

 

議長     議案第２号について許可することに決定して、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

議長     全員異議なしと認め、許可することに決定いたします。 

 

議長     日程第５、議案第３号、農用地利用集積等促進計画に係る意見について、上

程いたします。事務局説明願います。 

 

次長     議案第３号「農用地利用集積等促進計画に係る意見」についてご説明いたし

ます。 

このたび、中間管理権の設定につきまして、６０件の申し出がありました。 

農林公社が農地を借り入れるものが４１件、農林公社が借り入れた農地を耕

作者へ転貸するものが１７件、農林公社が転貸している農地の耕作者を移転す

るものが２件です。 

農用地利用集積等促進計画につきましては、「町が計画を作成するにあたり、

農業委員会から意見を聴くことが適当である」とされていることから、町から

農業委員会に対して意見聴取の依頼を受けているところです。 

 

議長     この件につきましては、部会による事前審査がありました。その結果を農政

部長より補足説明願います。 

 

農政部長   議案第３号に関しましては、部会の方では特に意見はありませんでした。以

上です。 

 

議長     この件につきましては、会議規則第１１条議事参与に関する案件を先に審議

いたします。１０番委員、１３番委員退席願います。 
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（１０番委員、１３番委員 退席） 

 

議長     番号１９８、２３５について、質疑・意見のある方の発言を求めます。 

 

（質疑・意見なし） 

 

議長     番号１９８、２３５について、承認することに決定して、ご異議ありません

か。 

 

（異議なしの声あり） 

 

議長     全員異議なしと認め、承認することに決定いたします。 

 

（１０番委員、１３番委員 入場、着席） 

 

議長     続きまして、３番委員退席願います。 

 

（３番委員 退席） 

 

議長     番号２０７から２０８、２４１について、質疑・意見のある方の発言を求め

ます。 

 

（質疑・意見なし） 

 

議長     番号２０７から２０８、２４１について、承認することに決定して、ご異議

ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

議長     全員異議なしと認め、承認することに決定いたします。 

 

（３番委員 入場、着席） 

 

議長(会長職務代理) 続きまして、１番委員退席願います。 

 

（１番委員 退席） 

 

議長(会長職務代理) 番号２０９から２１４、２１６から２２３、２２８から２３２、２４２から

２４３について、質疑・意見のある方の発言を求めます。 

 

（質疑・意見なし） 
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議長(会長職務代理) 番号２０９から２１４、２１６から２２３、２２８から２３２、２４２から

２４３について、承認することに決定して、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

議長(会長職務代理) 全員異議なしと認め、承認することに決定いたします。 

 

（１番委員 入場、着席） 

 

議長     続きまして、９番委員退席願います。 

 

（９番委員 退席） 

 

議長     番号２５１について、質疑・意見のある方の発言を求めます。 

 

（質疑・意見なし） 

 

議長     番号２５１について、承認することに決定して、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

議長     全員異議なしと認め、承認することに決定いたします。 

 

（９番委員 入場、着席） 

 

議長     以上で議事参与に関する案件が終了しました。 

ほかの案件について、質疑・意見のある方の発言を求めます。 

 

（質疑・意見なし） 

 

議長     議案第３号について承認することに決定して、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

議長     全員異議なしと認め、承認することに決定いたします。 

 

議長     以上をもちまして、本日の日程が終了しましたので、これにて総会を閉会し

ます。ありがとうございました。 

（閉会 午後２時１８分） 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名、捺印をする。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

聖籠町農業委員会 

   議 長                              ㊞ 

 

               

     聖籠町農業委員会 

   署 名 委 員                              ㊞ 

 

               

   署 名 委 員                              ㊞ 

 


